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タイトル 位置付け 要旨

National Strategy 

for Food Security

and Nutrition 

2014-2018

栄養・食料安
全保障に係る
国家５ヵ年戦
略

[農業・農村開
発評議会]

優先分野
世帯レベル食料安全保障
Å小規模農業ｼｽﾃﾑの強化/多様化/市場への統合
Å食料問題を抱える世帯への土地配布
Å食料問題を抱える世帯の雇用/所得創出
Å水産/林業資源へのｱｸｾｽと持続的な活用
母子保健
Åｴﾋﾞﾃﾞﾝｽに基づいた保健分野栄養介入/栄養教育
Å分野横断的栄養活動(水/衛生、食物を介した栄養、社会保護、食品の栄養

強化)
食料問題を抱える世帯の脆弱性とリスク
Å食料安全保障と関連する社会保護ｻｰﾋﾞｽ
Å災害への準備対策/軽減、気候変動緩和/適応

National Fast

Track Road Map 

to Improve 

Nutrition 2014-

2020

栄養直接介入
スケールアッ
プのための計
画（5ヵ年戦略

具体化のため
の指針）

[保健省]

8つのコンポーネント：
コア・コンポーネント
① 妊産婦の栄養ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ(妊産婦検診等)
② 妊産婦/授乳婦の微量栄養素補給(微量栄養素補給と駆虫ｻｰﾋﾞｽの維持と強

化)
③ 重度消耗症児治療(重度急性栄養不良児の治療・管理ｻｰﾋﾞｽの全国拡大)
④ 予防・治療戦略としての乳幼児への微量栄養素補給(既存の微量栄養素ﾊﾟ

ｳﾀﾞｰ、ﾋﾞﾀﾐﾝA、駆虫、亜鉛補給ｻｰﾋﾞｽの拡大）
⑤ 人生最初の1,000日に焦点を当てた行動変容ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(完全母乳育児、乳

幼児補完食全国ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの強化。幼児補完食に関するイノベーションの促
進とエビデンスづくり、母乳育児等に関するメッセージの統一も課題)

栄養改善推進環境に関わるｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ

① 栄養直接介入ｽｹｰﾙｱｯﾌﾟに必要な財政的、人的資源に関わる障壁への取り
組み (官民の財政資源を組み合わせるアプローチ)

② 他の省庁やｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞをとおした支援との連携
③ 既存の情報ｼｽﾃﾑによる栄養ﾃﾞｰﾀの改善

栄養関連国家政策/計画
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タイトル 位置付け 抜粋

Sub-Decree on 
Marketing of Products 
for Infant and Young 
ChildFeeding (No.133) 
- 2005

乳幼児の栄養・
食事摂取関連製
品（粉ミルク含
む）のマーケ
ティングに係る
規制

生後12カ月までの乳児と生後24カ月までの

幼児を対象とする食品・栄養関連商品（粉
ミルクなどの母乳代替品含む）、哺乳器具
などに関し、
Å適切な情報、教育、プロモーション
Å適切なラベル表示
Å禁止事項 (広告、割引/粗品進呈、サンプ

ル/ビラ/リーフレット等の配布、保健医
療施設への寄付/サンプル提供/販売促進

資料の提供等、保健医療スタッフの販売
促進/商品デモなど）

などを規定。Law on Management of Quality 
and Safety of Products, Goods and Servicesに準
拠する罰則規定もあり。

Sub-Decree on 
Managementof Iodized 
Salt Exploitation 
(No.69) 2003

ヨード欠乏症対
策のための塩の
ヨード添加に係
る規制

必要とされるヨード含有量（小売レベ
ル）：30-60ppm

National Standards for 
FishSauce - 2015

魚醤の微量栄
養素添加に係
る国家基準

Å必要とされる鉄分含有量：230-460mg/L 
Åその他、Codex基準に準拠

National Standards for 
Soy Sauce ς2015

醤油の微量栄
養素添加に係
る国家基準

Å必要とされる鉄分含有量：230-460mg/L 
Åその他、Codex基準に準拠

法制度/規制 -栄養関連
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タイトル 抜粋 出典

カンボジ
ア労働法

Labour
Law

第182条
１. 女性は、第１条の適用を受けるすべての企業において、90日間の出産
休暇を取得する権利を有するものとする。
２. 出産休暇からの復職後２か月間、当該女性は軽作業にのみ従事させる
ものとする。
３. 使用者は、出産休暇中、又は、通知期間の最終日が出産休暇中に到来
するような時期に女性を解雇してはならない。

カンボジア
労働法（日
本語訳）, 
JETRO, 2015.

Guide to the 
Cambodian 
Labour Law 
for the 
Garment 
Industry
(ILO/Better 
Factories 
Cambodia, 
2005 [Revised 
2014])

第183条
１. 女性は、前条の出産休暇の間、諸手当を含む、使用者によって支払わ
れる賃金の半額を得ることができる。
２. 前項の場合において、通常、女性が現物給付を受けているときは、当
該女性は通常受けている現物給付全てを受けることができる。
３. 前二項に反する労働協約は無効である。
４. 第１項にかかわらず、第１項に定める賃金の給付は、１年以上継続し
て従事した女性に対してのみ付与されるものとする。

第 184 条
母乳にて育児を行う母親は、出産後１年間、勤務時間中、1 日につき１時
間を授乳のための時間を取得する権利を有する。この時間は、30 分ずつ

２回に分けることができ、１回目は午前中、２回目は午後とすることが
できる。授乳のための時間の詳細は、当該母親と使用者との間の合意に
よって決せられる。合意がない場合、授乳のための時間は、各仕事のシ
フトの中間に取得するものとする。

第 186 条
１. 100名以上の女性及び少女を雇用する企業の役員は、事業所内又は そ
の近隣に、授乳室及び保育所を設置しなければならない。
２. 会社がその敷地内に18か月以上の子どものための保育所を設置するこ
とができない場合、女性労働者は、その子をどの 保育所にも預けること
ができ、使用者はその代金を支払わなければならない。

法制度・規制 – 労働環境（特に女性）関連
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栄養指標 数値 解説 調査名/出典

女性1の低栄養 14% 2010年より減少。 CDHS2014

女性1の栄養過多
都市部
農村部

18%
22.9%
17.3%

Å農村/貧困層に比べて都市/富
裕層の方が多い。
Å2010年に比べて都市・農村

ともに増加。
Å年齢とともに増加。

ÅCambodia DHS 
2014
ÅNational Nutrition 

Program, 
Secondary 2014 
CDHS Analysis

子ども2の低栄養
発育阻害
低体重
消耗症

32.4%
23.9%
9.6%

Å全て農村/貧困層の方が多い。
Å発育阻害・低体重率は2010

年より減少。

子ども2の過体重/肥満 7.4% 優先課題ではない

女性1の微量栄養素欠乏
亜鉛欠乏
ヨード欠乏
葉酸欠乏

62.8%
74.6%
17%

公衆衛生上、深刻な課題 Laillouet al. 2016

ビタミンD欠乏 30.9% 中程度の課題

ビタミンA欠乏
鉄欠乏

3.2%
2.9%

深刻な課題ではない

子ども3の微量栄養素欠乏
亜鉛欠乏
ヨード欠乏
ビタミンD欠乏

64.4%
63.7%
11.3%

公衆衛生上、深刻な課題
Laillouet al. 2016

鉄欠乏 15.2% 中程度の課題

ビタミンA欠乏 4.4% 深刻な課題ではない

基本データ： 栄養状況

1: 15～49歳の女性
2: 5歳未満児
3: ビタミンD欠乏と鉄欠乏については12-23.9ヵ月児、それ以外は6-24ヵ月児のデータ
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栄養指標 数値 解説 調査名/出典

生後6ヵ月の完全母
乳育児率

(0-5ヵ月児)
65%

全体的に2010年より低下。特に都市部、
または富裕層で低下幅が大きい。

ÅCambodia DHS 
2014
ÅNational 

Nutrition 
Program, 
Secondary 
2014 CDHS 
Analysis

母乳育児の継続率
(12-23ヵ月児)

58% 

6-23ヵ月児の二次解析データでは、全
体的に2010年より低下。特に都市部、
または富裕層で低下幅が大きい。

最低食事水準を満た
す食事を摂っている
こどもの割合

都市部
農村部

(6-23ヵ月児)
30.4%
48.5%
27.5%

全体的に2010年より改善。特に都市部、
または富裕層で改善幅が大きい。
特に6-8ヵ月児に問題が大きい（18-23
カ月児に比べて）。

少しでもヨードを含
有している塩を使用
している世帯の割合

68.7% 簡易テストキットを使用 CDHS2014

約38%

より精密なWYDチェッカーを使用
Ąモニタリング体制を強化するとと

もに、より精密なテストを導入するこ
とが必要

Laillouらの調査
(2014年）

基本データ： 栄養・食物摂取行動

課題 状況 解説 調査名/出典

工場労働者の突然の
失神

32工場で
1,806件
(2015年)

大規模な調査は行われておらず、原因の解
明も進んではいないが、工場で使われる有
害な化学薬品の影響、過酷な労働環境、栄
養を含む健康不良状態等が疑われている。

DŀǊƳŜƴǘ ²ƻǊƪŜǊǎΩ 
Health and 
Nutrition Status, 
and Food Provision 
in Factories Study 
from Selected 
Enterprises in 
Cambodia (ILO, 
2016) 

工場労働女性の貧血
非妊婦
妊婦

45.4%
61.4%

2014年CDHSで調査された一般の非妊婦
43.8%、妊婦53.2%よりも高い数値

基本データ： 工場労働者の健康・栄養状況
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課題 解説 出典

栄養不良の二重負荷
（double-burden）

既にデータに表れている。成人の栄養過多の問題
は特に都市部、富裕層に顕著な増加傾向。

Secondary DHS 2014 
Analysis

子どもの低栄養 若干減少傾向にあるがいまだ優先課題。特に農村
部、貧困層。

女性の貧血 女性の貧血率43.6%。うち45.9%が異常ヘモグロビ
ン症による貧血（わずか4.8%が鉄欠乏性貧血）

ÅSecondary DHS 2014 
Analysis
Å聞き取り

母乳育児率の低下
（特に都市部・富裕
層での課題）

要因：母親の早期の職場復帰、母親の出稼ぎ労働
による子どもとの別居、祖父母等の知識不足、都
市部の粉ミルクの宣伝による誤った知識等
【コラム①参照】

ÅSecondary DHS 2014 
Analysis
Å聞き取り

基準ヨード含有量を
満たすヨード添加塩
の普及

現在市場に出回っているほとんどのヨード添加塩
がヨード含有率基準を満たしていない。原因は、
添加するヨードのコスト(製塩業者の違反につな
がっている)、基準を満たしていない輸入塩の流入、
パッケージ未整備による添加ヨードの蒸発等。
【コラム②参照】

ÅCDHS2014
ÅLaillouet al.

工場労働者（女性）
の栄養状態

Å貧血レベルは一般女性に比べると高い。
Å四分の一が過体重

BFC調査

栄養セクターの主要な課題

特徴

鉄/ビタミンA欠乏
症の割合は低い

鉄剤投与やビタミンA投与など、既存の介入策が効果を上げていると考
えられている。

農業分野の栄養に
関する関心は低い

食糧増産が最優先であり、栄養面を考慮した農・畜・水産物の多様化
への関心は高くない。また食品加工等の二次産業が育っていない。

その他、カンボジアの特徴



コラム① 完全母乳育児率低下の背景には？
～女性の労働環境が栄養改善に果たす役割～

過去5～10年の間に完全母乳育児率（約40%）に低下がみられ、特に都市部、富
裕層の間でその割合が低くなっている要因として、以下が挙げられている。
¸ 母親の早期の職場復帰
¸ 母親の出稼ぎ労働による子どもとの別居
¸ 祖父母等の知識不足
¸ 都市部の粉ミルクの宣伝による誤った知識等

その背景にある課題の一つが女性の労働環境である。産休期間中の給与補てん
は3カ月、通常の給料の半分のみの保障であるため、母親の多くは早期の職場復

帰を望んでいる。一方で、出産前に会社を退職し、出産後別の会社に就職する
ケースも多い。新しい会社においても、産休や時短等の制度を利用することは
可能であるが、多くの女性は制度を利用できることを知らないようであり、工
場の人事担当者も制度の紹介を十分に行ってはいないようである 。

女性の労働環境改善のための取り組みが、従業員の家族の栄養・健康状態、そ
して国全体の栄養改善に対して重要な役割を果たすことが近年指摘されている。

[Better Factories Cambodiaからの聞き取りによる]



コラム② ヨード添加塩普及事業の後退

カンボジアでは1996年にNational Sub-Committee for Iodine Deficiency の活動が開始
されて以来、政府による規制の施行、UNICEF等による製塩業者へのヨード提供等
が進められ、ヨード添加塩の使用率は28％（2004年）から70％（2011年）に大幅
に上昇した。しかし、2015年にLaillouらが行った調査で市場に出回っている塩の
92%が政府基準（30-60 ppm）を満たしていない（未精製塩：99.6%、精製塩：
82.4%1）ことがわかり、続いて行った疫学調査では尿中ヨード濃度が低い2人口の
割合が女性の75%、5歳未満児の64%にのぼることが明らかとなり、喫緊の対応を
要する課題となっている。

課題：
製塩業者が計画省に提出する自主モニタリングデータでは90%以上の塩が20-60
ppmのヨードを含有していると報告されてきたが、モニタリング体制の強化が課
題となっている。
Ą第三者チェック機能（外部モニタリング体制）が必要

日光や風雨によるヨードの蒸発の可能性も考えられる。
Ą パッケージの改善が必要

規制が弱い国からの輸入品の影響(特に陸続きの隣国)
Ą 地域全体における規制の強化、国内消費者の啓発が必要

1:  Laillou! Ŝǘ ŀƭΦ άLƻŘƛȊŜŘ {ŀƭǘ ƛƴ /ŀƳōƻŘƛŀΥ ¢ǊŜƴŘǎ ŦǊƻƳ нллу ǘƻ нлмпέ Nutrients. 2015.
2:  WHOが定める尿中ヨード濃度がмлл˃Ǝκ[未満の割合。



コラム③ 子どもの食事調理のための時間が大きな負担
～NGOの取り組み～

カンボジアでも、親や保護者に対して補完食の重要性や調理方法に関する指導
等の事業が行われている。しかし、子どものためだけに調理する時間が確保で
きない、あるいは確保することが大きな負担になるなどの理由から、成人の食
事は家庭で作っても、子ども用の食事だけ外で購入することも多く、適切な食
事摂取ができていない子どもの割合が高い一因となっている。

NGO Reproductive and Child Health Alliance (RACHA)は、村でまとめて補完食を調

理する販売者（村のボランティア、母親等）をみつけ、販売するという事業を
計画中で、GIZの助成を得て実施を開始する予定である。

同様に、NGO SHAREは、「one-time cooking」という方法を提案している。大

人の食事を調理するのと同時に子どもの食事を調理する方法である。保護者に
対して適切な補完食づくりのデモンストレーションなどを行っても、時間がな
い、負担が大きいといった理由で実際の行動に移せないことが多い中で、保護
者の負担を軽減し、継続的に適切な乳幼児補完食の調理に取り組めるように支
援している。
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課題 解説 出典

Cambodia 
Demographic and 
Health Survey 
(CHDS)

Åサーベイ形式
Å約5年に1回
Å全国調査
Å主に5歳未満児とその母親を対象に、保健/栄養、人口/家

族計画、HIV/エイズ、家庭内暴力などに関するデータを
収集。性別、年齢、都市/農村、世帯経済状況などによっ
て分析した報告書を発表している。

Å計画省 (国立統計研
究所)
Å保健省
ÅUSAID/JICA/AusAID/K

OICA/HSSP-
2/UNFPA/UNICEFが
支援

Globalschool-based 
StudentHealth
Survey (GSHS)

Åサーベイ形式
Å数年に1回
Å全国調査（学校調査）
Å主に中学校/高校 (13-17歳) を対象に、食事摂取行動/栄養

状態、身体活動度、衛生、アルコール摂取、薬物の使用、
精神保健等に関するデータを収集。性別、年齢などによ
る分析結果を報告書およびFactsheet としてWHOホーム
ページに掲載している。

Å保健省
ÅWHOと米国疾病管

理予防センター
(CDC) が支援

既存の栄養関連データベース

11
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分野 組織/委員会 概要・状況

栄養事業全体
の政策・実施
調整

SUNCountry Network Å2014年にSUN加入。
ÅSUNフォーカルポイントはCouncilfor 

Agriculture  and Rural Development(CARD)の次席、
Silo Sok氏

SUNDonor Network ÅConvener はUNICEF

SUNCivil Society Network ÅConvenerはヘレンケラー･インターナショナル

SUN Business Network ÅConvenerは空席

NationalCouncil for Nutrition ÅSUN 加入以前から存在する国家の栄養対策に
かかる省庁横断組織。
Å議長は計画省大臣。
ÅInter-Ministerial Technical Committee (IMTC)を設

け、その下部組織として、ヨード添加塩を取
り扱うNational Sub Committee for Iodine 
Deficiency (NSCIDD)、魚醤、醤油の鉄強化をは
じめ、微量栄養素強化を取り扱うNational Sub 
Committee for Food Fortification(NSCFF)が設置
されている。

国家栄養事業実施体制
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分野 主要事業 実施体制

発育阻害 ÅProtein Energy Malnutrition (PEM) 
プログラム

Å保健省 National Program (NNP) が調整

治療的食餌
療法
(SAM/MAM)

ÅProtein Energy Malnutrition (PEM) 
プログラム

Å保健省 National Program (NNP) が調整

学校給食 Å School Feeding Programme
(WFP)：朝食の提供。農村部の就
学率改善が主目的

Åその他、私立学校などで給食提
供しているところもある。

Å教育省 School Health Departmentが担当

職場栄養 Å Better Factories Cambodia：適切

な労働環境の整備を目的とした
全輸出向け縫製工場（550か所

以上）における労働環境アセス
メント、研修、調査研究。工場
労働者の栄養状態に関する調査
も含まれる（後述）。

Å労働職業訓練省(Ministry of Labourand 
Vocational Training:MoLVT)と商業省(Ministry 
of Commerce:MoC)がBetterFactories 
Cambodiaの政府側窓口。カンボジア縫製製
造業協会(GMAC)、労働組合と協働。
Å現時点でMoHやCARDの関りや省庁横断調整

機能はない。

病院給食 Å入院病棟のある病院では調理室
で準備した給食を提供。政府よ
り一日 (3食) 当り1米ドルの補助

金。（質が低く、周辺の屋台等
から購入する患者が多い）

Å疾患別メニューはないが、国際
開発救援財団 (FIDR) が国立小児

病院で実施している給食事業の
献立を基にｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ策定予定。

Å保健省NCD局が管轄

主要栄養事業概要・実施体制
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分野 主要事業 実施体制

ヨード ÅSub-Decree on Management of Iodized Salt 
Exploitation (No.69)に基づき、塩へのヨード添加

を義務付け、ヨード添加塩を普及（普及・モニ
タリングは全国）

ÅSalt Producers Community of 
Kampotand Kep(SPCKK)
ÅNational Sub-Committee for 

Iodine Deficiency (NSCIDD) （工
業・手工芸省が議長）

鉄 ÅNational Policy and Guidelines for Micronutrient 
Supplementation to Prevent and Control Deficiencies 
in Cambodia(2011) に基づき、

- 妊産婦に鉄/葉酸補給と駆虫（全国）
- 妊娠可能年齢女性に鉄/葉酸補給（主に社会

経済的地位の低い層をターゲット）
- 5歳未満児ビタミンA一斉投与の際の駆虫薬

投与（全国）
ÅNational Standards for Fish Sauce/SoySauce (共に

2015) に基づき、醤油/魚醤の鉄強化（普及、モ
ニタリングは全国）

ÅNationalSub-Committeefor
Fortification(NSCFF)（計画省
が議長）
ÅCambodia RiceFederation

（WFPが支援）

亜鉛 ÅNational Policy on theControl of ARI and Diarrheal 
Diseases among Children under the Age of Five
(2011) に基づき、下痢性疾患の5歳未満児への亜
鉛剤を使った治療を実施（全国）

ÅMoH

微量栄養素
ﾊﾟｳﾀﾞｰ

National Policy and Guidelines for Micronutrient 
Supplementation to Prevent and Control Deficiencies 
in Cambodia(2011) に基づき、複合微量栄養素ﾊﾟｳ
ﾀﾞｰ（鉄及びその他14の微量栄養素含有）を6-
24ヶ月の子どもに配布。乳幼児の食事/栄養摂取
行動変容活動と組み合わせて実施（全国）

ÅMoH/NNP

主要栄養事業概要・実施体制:微量栄養素
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主な事業： 栄養補助食品

事業 事業概要/現況 実施体制

魚ベースの栄養
補助食品開発

Fish and Lipid 
Based Nutrient 
Supplement

Å既存のReady-to-useTherapeutic Food (RUTF: 
PlumpyNutsのような急性栄養不良の食餌的治療

法に使用する製品）や栄養不良の予防のための
補助食に替わるスナックόάNum¢ǊŜȅέύの開発。

Å牛乳は高価であるため、米と魚をベースに大豆
やマングビーンを加えてスナック状にしたもの
Å2013年にAcceptability Study、2015年からImpact 

Studyを実施中。病院でUNICEF提供のBP100との
比較試験も実施。
Å研究開発段階を終了したうえで、2016年9月くら

いからスケールアップを予定。
Å販売価格未定。

Å農林水産省はこのような製品の共同開発、基礎
研究、市場調査、製造等において日本企業との
連携を検討したい意向。

Å農林水産省Department of 
Fisheries Post-Harvest 
Technologies and Quality Control 
(DFPTQ)が開発
ÅaƻIΩǎNational Nutrition Program
ÅInstitute for Research in 

Development (IRD)やUNICEFが
支援
Å現時点ではVissotという小規模

の現地企業が生産。現在、拡
大・展開のための企業パート
ナーを探している。

Å原料の魚粉は国内の大学が生産。
スケールアップに伴い大量生産
が必要

ﾋﾞﾀﾐﾝA, B, C,鉄、

亜鉛強化スナッ
クの販売

Åビタミン、鉄等はNGOパートナーなどが提供し、
Ly LyFoodが微量栄養素添加とプロモーションを
実施。

Å微量栄養素強化スナックは、微量栄養素ﾊﾟｳﾀﾞｰ
のように薬を飲んでいる感覚がないため受け入
れられやすく、売れ行きは好調だったが、プロ
ジェクト終了に伴いNGOなどからの微量栄養素
提供も終了したためLy LyFoodは生産ストップ。

ÅNGO Impact Cambodia, GIZ, Hagar
などの支援により、Ly LyFood 
Co., Ltd.が生産・販売。

牛乳の現地生産 Å乳製品や欧米、ベトナムからの輸入が多く、販
売価格は日本の2.5倍程度。

Åカンボジア農業大学が牛乳の現地生産に関する
研究を行っている。

写真：Frank Wieringa, IRD
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主な事業： 微量栄養素

事業 事業概要/現況 実施体制

ヨード
添加塩
の普及

Å国内の塩の生産地は主にKampot県に集中。
Å2003年制定のSub-DecreeN0.69に基づき、

2010年まではUNICEF等からのヨードの供与
を受けて製塩業者が添加を実施。2011年ま
でに世帯レベルヨード添加塩使用率は70%に
増加。

Å市場のほとんどの塩がヨード含有率基準を
満たしていないという最近の調査結果によ
り、今後規制遵守およびモニタリング体制
を強化。

ÅSalt Producers Community of 
Kampotand Kep(SPCKK)に167の製
塩業者が所属。
ÅNational Council for Nutritionの下部

組織であるNational Sub-Committee 
for Iodine Deficiency (NSCIDD)  や
UNICEFなどが支援。
ÅNSCIDD（工業・手工芸省が議

長）が市場に出回る塩のヨード
含有量モニタリングを実施。

鉄強化
魚醤の
普及

Å2015年に国家基準National Standardsfor Soy 
Sauceを設定。現在Sub-Decreeの制定作業中。

Å味・色の変化に対する抵抗はあり、遵守率
が低いため、基準を満たすための作業工程
を示すCode of PracticeをInstitute of Standardが
開発中。
ÅNSCFFが市場製品の鉄添加レベルのモニタリ

ングに使用する現地調達の安価なテスト
キットを開発中。
Å魚醤のビタミンB1添加に関する研究あり。

Å政府に登録された魚醤・醤油製
造業者78社が対象。
ÅNational Council for Nutritionの下部

組織であるNationalSub-Committee
for Fortification(NSCFF)などが支援。
ÅNSCFF（計画省が議長）が市場の

魚醤のモニタリングを実施。

鉄強化
米の普
及

Å現時点では実施は限定的。Cambodia Rice
FederationとWFPの協議が進んでおり、実施
企業を検討中。

Å添加後の微量栄養素の安定性の検証による
と、鉄・亜鉛は添加が推奨される栄養素。

Å鉄は魚醤のみで十分、米には他の微量栄養
素を添加すべき、という意見もある。
Åモニタリングの難しさ

ÅCambodia RiceFederation
ÅWFPが支援
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主な事業： 職場の栄養改善

事業 事業概要/現況 実施体制

Better 
Factories 
Cambodia

Å米国がカンボジアとの貿易協定締結の際に求めた労
働環境改善要求に基づく事業。

Å「適切な労働環境の整備によって市場競争力を高め、
如いては社会の繁栄、経済の活力をもたらすことが
できる」という信念に基づき、縫製製造業者を対象
に、モニタリング/アセスメント活動、研修/ガイダ

ンス提供、調査、社会変革イニシアティブ活動を実
施。
Å全輸出向け縫製工場（550か所以上）における事前

予告なしの労働環境アセスメントの義務付け（輸出
ライセンス取得のための条件）
Åアセスメント結果に基づき、工場管理者/従業員に対

する人事・労務・保健・栄養等の研修を実施。年間
800～1,000万人の従業員が参加（40～60%が女性）
Å工場における食堂設置F/S等の調査研究

Å工場での給食提供のインパクト（健康・栄養状態、
社会経済状況、労働生産性）を測る介入研究を実施

【コラム④参照】

Åカンボジア政府
(MoLVT/MoC)、カンボ

ジア縫製製造業協会
(GMAC)、労働組合が三

者協議に基づき運営す
る社会企業（social
enterprise）。
Åアセスメント調査官18

名＋研修官8名。
Å主にILOの技術支援の

もと、70％は非ドナー

資金（パートナー企業
登録料、研修/ガイダ

ンス提供費、政府
/GMACからの資金等）
で運営。

Business for
Social
Responsibility
(BSR)

（Better Factories Cambodiaと連携し、健康改善事業を
実施）

Health Works ÅMarks & Spencer（英）への供給工場を対象に、
Project HOPE（NGO)と協働で工場の女性労働者の健
康改善に取り組んでいる。
Å参加企業の一つであるQuantumClothingは給食を提供

ÅMarks & Spencerが資金
提供し、Project HOPE

が事業マネージメント、
Reproductive Health 
Alliance of Cambodiaが
研修を実施。
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主な事業： 職場の栄養改善

事業 事業概要/現況 実施体制

ミネベア ÅプノンペンSEZ内に小型モーター製造工場
Å約6,000人の従業員に包括的福利厚生提供（従業員の学

校教育、寮/食堂等の設備、生活環境改善等含む）
【コラム⑤参照】

矢崎総業 ÅココンSEZ内に自動車用ワイヤφハーネス製造工場
Å食堂、授乳室を設置

Li and Fung Å工場周辺の屋台に対する衛生教育

JICA草の

根子宮頸
がんスク
リーニン
グプロ
ジェクト

Å工場で働く女性がスクリーニングの対象

Åがん検診だけでなく、栄養、衛生などの包括的な啓発
活動を実施



コラム④ Better Factories Cambodiaによる工場給食のインパクト研究

BFCは2014年から1年半にわたり、工場における給食の提供によるインパクト（健康状態、
社会経済状況、労働生産性の向上）を測る介入研究（4介入群＋4コントロール群；
30,000人以上の工員が参加）を実施した。属性、身長、体重、BMI、血中ヘモグロビン

濃度、日々の食事内容、世帯の食料安全保障（主観）、食事への支出状況等について
データを収集したが、提供する食事は企業負担であり、栄養を考慮した食事内容ではな
かった（一食の提供費用は50セント）、食事（介入）の種類にばらつきがあった、介入

群の調査参加率が下がっていった（食事内容に飽きた、食事を受け取るために行列に並
ばなければならないなどの理由から）、等、調査デザインに大きな問題がみられ、公に
発表できる調査内容を得ることができなかった。

現在、発表できる部分の改訂作業を行っているが、今後の工場における給食提供事業の
実施面に関して、以下のような有益な情報を得ることができた：

Å 工場で働く女性の貧血レベルは、一般女性よりも高かった。
Å 工場で働く女性の四分の一が過体重であった。
Å 提供する食事は、文化的に受け入れられるものである必要がある。
Å 配膳にかかる時間を減らす等、ロジスティクス面の配慮が重要である。

Å 従業員がリラックスして食べる場所（十分なスペース、椅子党）が必要であ
る。

Å 給食として何が提供されているのかを明らかにする必要がある（調査では、
従業員は企業側から一方的に与えられる食べ物に不信感があった）。

Å 栄養教育を同時に行う必要がある。



コラム⑤ ミネベア・カンボジア工場における従業員の福利厚生

2011年に操業を開始し、約6,000人の従業員を抱えるミネベア・カンボジア工場では、

従業員の会社に対する期待に応えることによって従業員の働く意欲を高め、ひいては愛
社精神の醸成につながるという考えに基づき、さまざまな場面で従業員とコミュニケー
ションの機会を設け、従業員が何を考え、悩んでいるのかを徹底的に聴き、さまざまな
施策に取り組んでいる。例えば、学校を卒業していないものの学習意欲が高い多くの従
業員の要望を受け、従業員への学校教育の提供に取り組んでいる。この取り組みを さ

らに発展させたのが、国語、数学、英語を教える日曜学校である。教室は任意参加にも
かかわらず毎回満員で、夜勤明けで参加する従業員がいるほどの盛況ぶり。このほかに
も、従業員寮や食堂といった設備の充実など、従業員の日々の生活改善も行っており、
従業員のさらなる生活環境改善を目指した寮も新設中。

これらの一つ一つのきめ細かい取り組みが従業員のスキルアップだけでなく、仕事に対
する情熱とミネベアへの帰属意識を育てている。

【従業員の声】日曜学校に参加して 仕事で計算したりコミュニケーションするために
必要な英語や数学の能力をレベルアップできるので、日曜学校には非常に楽しく参加し

ています。わたしは夜勤が中心ですがラインのリーダーと相談して教室に参加できるよ
うにしてもらっています。働きながらこうした知識を高める機会をもらえるのは本当に
うれしいですし、とても幸運に思います。しっかりと継続して学んでいき、将来は管理
部門の業務などさまざまな仕事ができるようになりたいです。

[ミネベアCSR報告書2014年より]



コラム⑥ HealthWorks Program inCambodia 
〜Marksand SpencerとProject HOPEによる縫製工場労働者の貧血対策〜

英国のアパレル企業Marks & Spencerが国際NGOであるProject HOPEと協働し、2012
年10月〜2014年3月の18ヶ月間にカンボジアの7工場で実施した工場労働者の健康
改善事業（栄養や家族計画、性感染症に関する教育・BCC活動、妊産婦保健サービ

ス、貧血治療等を含む）では、特に貧血対策に効果がみられたことが報告されて
いる。（HealthWorksProgram Report ςCambodia, Marks & Spencer/Project HOPE, 2015
より）

ベースライン調査時に貧血の検査を受けた2,473名の女性従業員のうち、18%が貧
血であったため、貧血がみられた女性に鉄剤による治療を提供した結果、1年半後
のプロジェクト終了時にはそのうち61%が貧血を克服していた。各工場とはプロ
ジェクト終了後も貧血対策（貧血のモニタリングと鉄剤による治療の継続、6ヶ月
毎の駆虫剤の配布、妊婦への無料の鉄剤配布、健康・栄養教育/BCC活動等）を継
続することで合意しており、プロジェクトでヘモグロビン測定器（Hemocue）を購
入、配布した。

事業コストは一工場あたり年間約25,000米ドルであった。Marks & Spencerの試算に
よると、本事業への投資１米ドルにつき約23米ドル分の投資効果が得られた。
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味の素 他国工場で生産した製品をカンボ
ジア工場において再パッケージ

ロートメンソレータ
ム（ロート製薬）

目薬とリップクリーム

日本企業進出状況：食品・衛生分野



コラム⑦ JC Groupによるカンボジアでのビジネスモデル

2009年に設立されたJC Groupは、 設立当初、一つの事業に的を絞るとリスクが高いことから、「カンボ

ジアで成長が見込まれる有望分野」ｘ「日本の技術やノウハウとの親和性が高い分野」というキーワー

ドのもと、事業エリアを検討した。その結果、カンボジアは国策として米の輸出を掲げていること、日

本の農業技術は最先端とはいえないが稲作が盛んであること、国内の米の販売価格は安定しており、継

続的に米のバイヤーが買い取りにくるため利益が見込める分野である、といった理由から、稲作分野で

の事業を開始した。農地230ヘクタール（東京ドーム46個分）で米を生産し、日本の農家（30代中心の若

手世代）にも自己負担で参加してもらい、日本式農業の指導をしてもらった。若手の農家は、日本の農

業に危機意識を持っている一方、海外展開はしたいものの足掛かりがつかめなかったところ、JCグルー

プの事業ニーズとマッチした。参加した農家は、一方的に日本式農業を指導するのではなく、日本にお

いても北海道と沖縄における農法が異なるように、カンボジアの農業をベースに要所要所で日本式農業

の指導を行った。日本の農家たちは、現地に張り付きで駐在する必要はなく、日本にいながらスカイプ

やLINE等を使ってコミュニケーションを取っている。5年間事業を実施した。

その後、JCグループは、自ら農業を行うのではなく、現地の農家を支援するというビジネスモデルに変

更し、農機具の割賦販売やマイクロファイナンスを行いながら日本の農家を支援する初期の日本の農協

のような役割を担うことを目指している。対象地域は、バッタンバン、バンテアイミエンチェイ、シェ

ムリアップ等、トンレサップ湖周辺の地域で、大型のトラクターを必要とするような平坦な地域を対象

としている。事業開始からこれまで（2年半）のトラクター販売台数は1,000台である。当初は、豪農とよ

ばれるような比較的豊かな農家が顧客であったが、現在では小規模農家への販売実績がある。トラク

ターを購入した農家がそのトラクターを使い、他の農家の農地を耕し利益を得るという話も聞く。

販売しているトラクターは、タイ製のKubotaである。日本の農機具をそのまま持ってきても、カンボジ

アではすぐに壊れてしまう。日本企業から、農機具（中古を含む）を販売したいという相談を受けるこ

ともあるが、カンボジア仕様にモデルチェンジをしないと使い物にならないという話をすると、そこま

での体力が企業にはないため、参入はなかなか難しいようである。日本の農機具の仕様は、20馬力、カ

ンボジアは50-60馬力である。

（カンボジア日本人商工会からの聞き取り：2016年5月）
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間事業
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貢献が期待される技術分野

母乳育児 高 高 有 高 中 有
Å職場授乳室/託児所
Å産休休暇中の給与補填

発育阻害予防/乳
幼児補完食

高 高 無 高 中 ？
Å農業分野からの栄養改善？
Å職場託児所

急性栄養不良の
治療/予防

高 高 無 高 中 有
Å栄養補助食開発/市場調査/

生産

ヨード添加塩 高 高 有 高 低 有
Åヨードの提供
Åヨード添加減塩魚醤？

鉄強化食品 中 高 有 中 低 有
Å普及/モニタリングが容易な

食品への強化

亜鉛強化食品 高 高 無 中 低
(安定性

調査の
み)

Å亜鉛強化米？

職場栄養改善 高 高 無 高 高 有
Å工場での給食/栄養強化ｽﾅｯｸ

の提供
Å職場での栄養教育/啓発

食品安全/ﾊﾞﾘｭｰ
ﾁｪｰﾝ強化

高 高 有 高 高 有
Å食品保存/加工技術
Åｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ/ｺｰﾙﾄﾞﾁｪｰﾝ

農産品の栄養価 中 中 無 高 低 小規模
Å栄養価を高める食品保存/加

工技術

気候変動に適応
した食料生産

高 高 無 高 高
Å気候変動適応型の栄養価の

高い種苗
Å灌漑システム

人材育成
Å大学レベルFood Technology

コースの開設

民間技術・商品・サービスによる貢献が期待される分野
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ビジネス行動 関連規制・政策 実践例/課題

国の政策や計画に従って栄養強化した食品へのア
クセスを拡大する

National Strategy for 
Food Securityand 
Nutrition 

Åヨード添加塩
Å鉄強化魚醤・醤油
Å鉄強化米
Å微量栄養素強化スナック

パッケージ前面のラベル表記や 、映画やテレビな

どでの商品の広告、手頃な価格設定などをとおし
て、人々がより健康的な商品を選択しやすくする

栄養組成を改善するために商品を作り直す Å微量栄養素強化スナック

栄養情報など、重要な情報を商品ラベルに載せる

Sub-Decree on 
Marketing of Products 
for Infant and Young 
ChildFeeding (No.133

出産休暇政策などの健康や労働に関わる慣行を強
化する

カンボジア労働法 (第
182, 183, 184, 186条)

ÅBetter Factories Cambodia事業
Å個別企業による取り組み

栄養や健康に関する主張を考慮する際に、証拠に
基づいた実践をする

栄養改善を促進する新技術の研究開発をサポート
する

Å米/魚ベースの栄養補助食品開発
Å魚醤/醤油への鉄強化
Å米の鉄(+その他栄養素）の強化

政府による栄養教育・意識向上イニシアティブを
サポートする

ÅBetter Factories Cambodia事業
Å個別企業による取り組み

責任を持って商品の宣伝、販売促進をする（例え
ば、子供などの弱者に対する販売促進に関する規
制を遵守する）

Sub-Decree on 
Marketing of Products 
for Infant and Young 
ChildFeeding (No.133)

世界的な健康基準やベストプラクティスに従う
母乳代替品のマーケ
ティングに関する国際
規準

製造の良い慣行例、食品の安全・品質基準や該当
する全ての法律や基準に従う

栄養改善に好影響を与える可能性の高いビジネス行動 (世界栄養報告2015より)
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ビジネス行動 関連規制・政策 課題

ビジネスの利益に反する時、経済力を使って栄
養に関する公共政策を阻害する

政策立案者に不適切なレベルの影響力をふるう

誤解を招くような、または理解しにくい情報を
提供する

不健康で持続し得ない商品の商標忠実性・ブラ
ンド信仰を加速させるようなマーケティングを
行う

Sub-Decree on Marketing of 
Products for Infant and Young Child
Feeding (No.133)

【1】に同じ

社会的弱者に不適切なマーケティングを行う
Sub-Decree on Marketing of 
Products for Infant and Young Child
Feeding (No.133)

Å母乳代替品の規制違反に当るﾏｰｹ
ﾃｨﾝｸﾞが行われているという実態
が明らかになっている*。
ÅｲﾝﾀｰﾈｯﾄやSMSを使ったﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

手法が増えている。【1】

商品に含むことが義務付けられている微量栄養
素を加えないなど、法律に違反する

Sub-Decree on Managementof 
Iodized Salt Exploitation (No.69) 
National Standards for Fish/Soy
Sauce 

微量栄養素強化に関する規制/基準

があるにも関わらず、味・色の変
化、価格といった理由で遵守率は
低い。

国家の栄養政策やメッセージを支持しない、ま
たは矛盾するメッセージを伝える

National FastTrack Road Map to 

Improve Nutrition 2014-2020
【1】に同じ

ベストプラクティスの基準や政策を支持しない
（「母乳代替品のマーケティングに関する国際
規準」など）

Sub-Decree on Marketing of 
Products for Infant and Young Child
Feeding (No.133)

【1】に同じ

不健康な商品を生産する
Sub-Decree on Marketing of 
Products for Infant and Young Child
Feeding (No.133)

企業自身の自己規制ルールや基準を遵守しない

栄養改善に悪影響を与える可能性の高いビジネス行動 (世界栄養報告2015より)

*”In-Country Assessments of Breast-Milk Substitute (BMS) Companies’ Compliance with the International Code of 
Marketing of Breast-milk: Final Vietnam Report”, by Westat (prepared for Access to Nutrition Foundation), January 2016.


